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○予算の公表（３件） （財政課取扱い）40

鹿児島県告示第181号

令和元年第４回県議会定例会において議決された平成30年度鹿児島県一般会計及び各特別会

計の歳入歳出決算の要領は，次のとおりである。

令和２年３月３日

鹿児島県知事 三反園訓

１ 決算の認定に関する議会の議決 認定

鹿 児 島 県 公 報
令和２年３月３日（火）第85号

目 次

告 示

発 行 鹿 児 島 県

〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10番１号

編 集 総 務 部 学 事 法 制 課

定例発行日（毎週火，金）

鹿 児 島 県 公 報 令和２年３月３日（火）第85号



- 2 -

鹿 児 島 県 公 報 令和２年３月３日（火）第85号



- 3 -

鹿 児 島 県 公 報 令和２年３月３日（火）第85号



- 4 -

鹿 児 島 県 公 報 令和２年３月３日（火）第85号



- 5 -

鹿 児 島 県 公 報 令和２年３月３日（火）第85号



- 6 -

鹿 児 島 県 公 報 令和２年３月３日（火）第85号



- 7 -

鹿 児 島 県 公 報 令和２年３月３日（火）第85号



- 8 -

鹿 児 島 県 公 報 令和２年３月３日（火）第85号



- 9 -

鹿 児 島 県 公 報 令和２年３月３日（火）第85号



- 10 -

鹿 児 島 県 公 報 令和２年３月３日（火）第85号



- 11 -

鹿 児 島 県 公 報 令和２年３月３日（火）第85号



- 12 -

鹿 児 島 県 公 報 令和２年３月３日（火）第85号



- 13 -

鹿 児 島 県 公 報 令和２年３月３日（火）第85号



- 14 -

鹿 児 島 県 公 報 令和２年３月３日（火）第85号



- 15 -

鹿 児 島 県 公 報 令和２年３月３日（火）第85号



- 16 -

鹿 児 島 県 公 報 令和２年３月３日（火）第85号



- 17 -

鹿 児 島 県 公 報 令和２年３月３日（火）第85号



- 18 -

鹿 児 島 県 公 報 令和２年３月３日（火）第85号



- 19 -

鹿 児 島 県 公 報 令和２年３月３日（火）第85号



- 20 -

鹿 児 島 県 公 報 令和２年３月３日（火）第85号



- 21 -

鹿 児 島 県 公 報 令和２年３月３日（火）第85号



- 22 -

鹿 児 島 県 公 報 令和２年３月３日（火）第85号



- 23 -

鹿 児 島 県 公 報 令和２年３月３日（火）第85号



- 24 -

鹿 児 島 県 公 報 令和２年３月３日（火）第85号



- 25 -

鹿 児 島 県 公 報 令和２年３月３日（火）第85号



- 26 -

鹿児島県告示第182号

令和元年第４回県議会定例会において議決された平成30年度鹿児島県病院事業特別会計決算

の要領は，次のとおりである。

令和２年３月３日

鹿児島県知事 三反園訓

１ 決算の認定に関する議会の議決 認定
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鹿児島県告示第183号

令和元年第４回県議会定例会において議決された平成30年度鹿児島県工業用水道事業特別会

計決算の要領は，次のとおりである。

令和２年３月３日

鹿児島県知事 三反園訓

１ 決算の認定に関する議会の議決 認定
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鹿児島県告示第184号

令和元年第４回県議会定例会において議決された令和元年度鹿児島県一般会計補正予算（第

２号）ほか１件の要領は，次のとおりである。

令和２年３月３日

鹿児島県知事 三反園訓

１ 令和元年度鹿児島県一般会計補正予算（第２号）

令和元年度鹿児島県一般会計補正予算（第２号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に，歳入歳出それぞれ1,290,566千円を追加し，歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ836,516,298千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費）

第２条 地方自治法第213条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経

費は，「第２表 繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第３条 債務負担行為の補正は，「第３表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第４条 地方債の補正は，「第４表 地方債補正」による。
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２ 令和元年度鹿児島県港湾整備事業特別会計補正予算（第１号）

令和元年度鹿児島県港湾整備事業特別会計補正予算（第１号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に，歳入歳出それぞれ481千円を追加し，歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ6,585,369千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費）

第２条 地方自治法第213条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経

費は，「第２表 繰越明許費」による。

第１表 歳入歳出予算補正

歳 入

款 項 補正前の額 補 正 額 合 計

千円 千円 千円

4 繰 越 金 0 481 481

1 繰 越 金 0 481 481

歳 入 合 計 6,584,888 481 6,585,369

歳 出

款 項 補正前の額 補 正 額 合 計

千円 千円 千円

1 港湾整備事業費 6,584,888 481 6,585,369

1 港 湾 整 備 事 業 費 2,870,727 481 2,871,208

歳 出 合 計 6,584,888 481 6,585,369

第２表 繰越明許費

款 項 事 業 名 金 額

千円

1 港湾整備事業費 261,400

1 港 湾 整 備 事 業 費 整 備 事 業 261,400

計 261,400
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鹿児島県告示第185号

令和元年第４回県議会定例会において議決された令和元年度鹿児島県病院事業特別会計補正

予算（第１号）の要領は，次のとおりである。

令和２年３月３日

鹿児島県知事 三反園訓

令和元年度鹿児島県病院事業特別会計補正予算（第１号）

第１条 令和元年度鹿児島県病院事業特別会計補正予算（第１号）は，次に定めるところによ

る。

第２条 令和元年度鹿児島県病院事業特別会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた

収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

収 入

第１款 病院事業収益 18,956,340千円 0千円 18,956,340千円

第１項 医 業 収 益 15,683,775千円 0千円 15,683,775千円

第２項 医業外収益 3,272,565千円 0千円 3,272,565千円

支 出

第１款 病院事業費用 19,364,878千円 32,737千円 19,397,615千円

第１項 医 業 費 用 19,271,046千円 32,737千円 19,303,783千円

第２項 医業外費用 83,832千円 0千円 83,832千円

第３項 予 備 費 10,000千円 0千円 10,000千円

第３条 予算第６条に定めた経費の金額を次のように改める。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

職 員 給 与 費 10,837,718千円 32,737千円 10,870,455千円

第４条 債務負担行為をすることができる事項，期間及び限度額は，次のとおりと定める。

事 項 期 間 限 度 額

県立病院施設整備事業（新薩南病院設計業務委託） 令和２年度 258,750千円
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鹿児島県告示第186号

令和元年第４回県議会定例会において議決された令和元年度鹿児島県工業用水道事業特別会

計補正予算（第１号）の要領は，次のとおりである。

令和２年３月３日

鹿児島県知事 三反園訓

令和元年度鹿児島県工業用水道事業特別会計補正予算（第１号）

第１条 令和元年度鹿児島県工業用水道事業特別会計補正予算（第１号）は，次に定めるとこ

ろによる。

第２条 令和元年度鹿児島県工業用水道事業特別会計予算（以下「予算」という。）第３条に

定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

収 入

第１款 工業用水道事業収益 406,755千円 0千円 406,755千円

第１項 営 業 収 益 271,283千円 0千円 271,283千円

第２項 営 業 外 収 益 135,472千円 0千円 135,472千円

支 出

第１款 工業用水道事業費用 752,871千円 109千円 752,980千円

第１項 営 業 費 用 741,986千円 109千円 742,095千円

第２項 営 業 外 費 用 10,885千円 0千円 10,885千円

第３条 予算第６条に定めた経費の金額を次のように改める。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

職 員 給 与 費 28,357千円 109千円 28,466千円
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